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経
済
産
業
省

○

告
示
第
二
号

環

境

省

経
済
産
業
省

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年

令
第
七

環

境

省

内

閣

府
、
総

外

務

省
、
財

号
）
第
一
条
第
三
項
及
び
フ
ロ
ン
類
算
定
漏
え
い
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
、
農

国
土
交
通
省
、
環

務

省
、
法

務

省
、

務

省
、
文
部
科
学
省
、
令
第
二
号
）
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
際
標
準
化
機
構
の
規
格
八
一
七
等
に

林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、

境

省
、
防

衛

省

基
づ
き
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
種
類
並
び
に
フ
ロ
ン
類
の
種
類
ご
と
に
地
球
の
温
暖
化
を
も
た
ら

す
程
度
の
二
酸
化
炭
素
に
係
る
当
該
程
度
に
対
す
る
比
を
示
す
数
値
と
し
て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
環

境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
係
数
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

経
済
産
業
省

な
お
、
平
成
二
十
七
年

告
示
第
五
号
（
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法

環

境

省
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律
施
行
規
則
第
一
条
第
三
項
及
び
フ
ロ
ン
類
算
定
漏
え
い
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
国
際
標
準
化
機
構
の
規
格
八
一
七
に
基
づ
き
、
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
種
類
並
び
に
フ
ロ
ン

類
の
種
類
ご
と
に
地
球
の
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
二
酸
化
炭
素
に
係
る
当
該
程
度
に
対
す
る
比
を
示
す
数
値
と
し

て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
係
数
を
定
め
る
件
）
は
、
平
成
二

十
八
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

経
済
産
業
大
臣

林

幹
雄

環
境
大
臣

大
塚

珠
代

（
フ
ロ
ン
類
の
種
類
及
び
係
数
）

第
一
条

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
国
際
標
準
化
機
構
の
規
格
八
一
七
等
に
基
づ
き
環
境
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
種
類
（
以
下
「
告
示

種
類
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
表
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
フ
ロ
ン
類
算
定
漏
え
い
量
等
の
報
告
等
に
関

す
る
命
令
第
二
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
フ
ロ
ン
類
の
種
類
ご
と
に
地
球
の
温
暖
化
を
も
た
ら
す
程
度
の
二
酸
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化
炭
素
に
係
る
当
該
程
度
に
対
す
る
比
を
示
す
数
値
と
し
て
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
知
見
に
基
づ
き
環
境
大
臣
及
び

経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
係
数
（
以
下
「
告
示
係
数
」
と
い
う
。
）
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
フ
ロ
ン
類
の
種
類

ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適

正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
で
規
定
す
る
フ

ロ
ン
類
の
う
ち
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
物
質
に
つ
い
て
は
、
告
示
種
類
は
「
そ
の
他
フ
ロ
ン
類
」
と

し
、
告
示
係
数
は
零
と
み
な
す
。

（
混
合
冷
媒
の
種
類
及
び
係
数
）

第
二
条

前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
製
品
の
冷
媒
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
次
の
表
一
の
中
欄
に
掲
げ
る
物

質
の
二
以
上
の
種
類
の
も
の
を
混
和
し
た
も
の
及
び
当
該
物
質
を
他
の
物
質
と
混
和
し
た
も
の
（
以
下
「
混
合
冷
媒

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
告
示
種
類
は
、
次
の
表
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
告
示
係
数
は
、
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
フ
ロ
ン
類
の
種
類
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

附

則

１

法
第
十
九
条
第
一
項
、
第
六
十
条
第
三
項
及
び
第
七
十
一
条
第
三
項
に
基
づ
く
報
告
並
び
に
法
第
二
十
条
第
三
項
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に
基
づ
く
集
計
に
係
る
こ
の
告
示
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
度
以
降
に
行
う
当
該
各
項
に
規
定
す
る
報
告
及
び
集

計
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
八
年
度
に
行
う
報
告
及
び
集
計
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

法
第
八
十
七
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
基
づ
く
表
示
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二

十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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表一（第一条関係）

１ Ｒ－１１（トリクロロフルオロメタン） ４７５０

２ Ｒ－１２（ジクロロジフルオロメタン） １０９００

３ Ｒ－１３（クロロトリフルオロメタン） １４４００

４ Ｒ－２２（クロロジフルオロメタン） １８１０

５ Ｒ－２３（トリフルオロメタン） １４８００

６ Ｒ－３２（ジフルオロメタン） ６７５

７ Ｒ－１１３（トリクロロトリフルオロエタン） ６１３０

８ Ｒ－１１４（ジクロロテトラフルオロエタン） １００００

９ Ｒ－１１５（クロロペンタフルオロエタン） ７３７０

１０ Ｒ－１２３（ジクロロトリフルオロエタン） ７７

１１ Ｒ－１２４（クロロテトラフルオロエタン） ６０９

１２ Ｒ－１２５（１・１・１・２・２－ペンタフルオロエタン） ３５００
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１３ Ｒ－１３４ａ（１・１・１・２－テトラフルオロエタン） １４３０

１４ Ｒ－１４１ｂ（１・１―ジクロロ―１―フルオロエタン） ７２５

１５ Ｒ－１４２ｂ（１－クロロ－１・１－ジフルオロエタン） ２３１０

１６ Ｒ－１４３ａ（１・１・１－トリフルオロエタン） ４４７０

１７ Ｒ－１５２ａ（１・１－ジフルオロエタン） １２４

１８ Ｒ－２２７ｅａ（１・１・１・２・３・３・３－ヘプタフルオロプロパン） ３２２０

１９ Ｒ－２３６ｆａ（１・１・１・３・３・３－ヘキサフルオロプロパン） ９８１０

２０ Ｒ－２４５ｆａ（１・１・１・３・３－ペンタフルオロプロパン） １０３０

表二（第二条関係）

１ Ｒ－４０１Ａ １１８０

２ Ｒ－４０１Ｂ １２９０

３ Ｒ－４０１Ｃ ９３３
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４ Ｒ－４０２Ａ ２７９０

５ Ｒ－４０２Ｂ ２４２０

６ Ｒ－４０３Ａ １３６０

７ Ｒ－４０３Ｂ １０１０

８ Ｒ－４０４Ａ ３９２０

９ Ｒ－４０６Ａ １９４０

１０ Ｒ－４０７Ａ ２１１０

１１ Ｒ－４０７Ｂ ２８００

１２ Ｒ－４０７Ｃ １７７０

１３ Ｒ－４０７Ｄ １６３０

１４ Ｒ－４０７Ｅ １５５０

１５ Ｒ－４０７Ｆ １８２０

１６ Ｒ－４０８Ａ ３１５０
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１７ Ｒ－４０９Ａ １５８０

１８ Ｒ－４０９Ｂ １５６０

１９ Ｒ－４１０Ａ ２０９０

２０ Ｒ－４１０Ｂ ２２３０

２１ Ｒ－４１１Ａ １６００

２２ Ｒ－４１１Ｂ １７１０

２３ Ｒ－４１２Ａ １８４０

２４ Ｒ－４１３Ａ １２６０

２５ Ｒ－４１４Ａ １４８０

２６ Ｒ－４１４Ｂ １３６０

２７ Ｒ－４１５Ａ １５１０

２８ Ｒ－４１５Ｂ ５４６

２９ Ｒ－４１６Ａ １０８０
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３０ Ｒ－４１７Ａ ２３５０

３１ Ｒ－４１７Ｂ ３０３０

３２ Ｒ－４１８Ａ １７４０

３３ Ｒ－４１９Ａ ２９７０

３４ Ｒ－４２０Ａ １５４０

３５ Ｒ－４２１Ａ ２６３０

３６ Ｒ－４２１Ｂ ３１９０

３７ Ｒ－４２２Ａ ３１４０

３８ Ｒ－４２２Ｂ ２５３０

３９ Ｒ－４２２Ｃ ３０８０

４０ Ｒ－４２２Ｄ ２７３０

４１ Ｒ－４２３Ａ ２２８０

４２ Ｒ－４２４Ａ ２４４０
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４３ Ｒ－４２５Ａ １５１０

４４ Ｒ－４２６Ａ １５１０

４５ Ｒ－４２７Ａ ２１４０

４６ Ｒ－４２８Ａ ３６１０

４７ Ｒ－４２９Ａ １２

４８ Ｒ－４３０Ａ ９４

４９ Ｒ－４３１Ａ ３６

５０ Ｒ－４３４Ａ ３２５０

５１ Ｒ－４３５Ａ ２５

５２ Ｒ－４３７Ａ １８１０

５３ Ｒ－４３８Ａ ２２６０

５４ Ｒ－４３９Ａ １９８０

５５ Ｒ－４４０Ａ １４４
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５６ Ｒ－４４２Ａ １８９０

５７ Ｒ－５００ ８０８０

５８ Ｒ－５０１ ４０８０

５９ Ｒ－５０２ ４６６０

６０ Ｒ－５０７Ａ ３９９０

６１ Ｒ－５０８Ａ ５７７０

６２ Ｒ－５０８Ｂ ６８１０

６３ Ｒ－５０９Ａ ７９６

６４ Ｒ－５１２Ａ １８９

６５ その他混合冷媒 混合冷媒中の表一の中欄に掲げる物質ごとに、国際標準化機構の規格

五一四九／一に定めのある混合冷媒については、同規格に基づく当該

混合冷媒中の物質の混和の質量の割合に、それ以外の混合冷媒につい

ては、当該混合冷媒中の物質の混和の質量の割合に、当該物質に係る
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表一の右欄に掲げる係数を乗じて得られる値を算定し、当該物質ごと

に算定した値を合計して得た値（一未満の端数があるときは、その端

数を四捨五入して得た値）


